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（議案第２号）  

 

杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例  

  

＜改正の趣旨＞  

 ｢行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律｣（以下「番号利用法」という。）により、個人番号は、社会保障、地方

税又は防災に関する事務等であって条例で定めるものの処理に関して利用す

ることができることとされているところ、このたび、区は、個人番号を利用

することができる事務等を追加することにより、更なる区民の利便性の向上

と事務の効率化を図ることとした。  

 また、行政機関等の間における特定個人情報の情報連携を速やかに開始で

きるよう番号利用法の一部が改正された。  

このことに伴い、個人番号を利用することができる事務等を定める等の必

要があるため、この条例案を提出する。  

なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施したほか、杉並

区情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を踏まえて、作成した

ものである。  

 

＜改正の概要＞  

１  個人番号を利用することができる事務に子どもショートステイ事業の実

施に係る保護者負担額の決定に関する事務を加えるとともに、この事務の

ために生活保護及び地方税に関する特定個人情報を利用することができる

こととする。（別表第１及び別表第２）  

２  番号利用法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う。（第２条及び

第４条）  

 

＜実施の時期＞  

 令和６年４月１日。ただし、前記２については、「行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」

の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日  

 

【問合せ先】  

情報管理課  内線１７４１  



 

 

（議案第３号）  

 

 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及

び「公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例」の規定により、人的

援助を行うことが必要と認められる公益的法人等に職員を派遣しているとこ

ろである。  

 このたび、地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事

務等を行っている地方税共同機構から、職員の派遣依頼を受けたことを踏ま

え、区としても、その業務が区と密接な関連を有することから、地方税共同

機構に人的援助を行うこととした。  

このことに伴い、地方税共同機構を職員を派遣することができる団体と

する必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

任命権者が職員を派遣することができる団体に「地方税共同機構」を加え

ることとする。（第２条）  

 

＜実施の時期＞  

令和６年４月１日  

 

 

 

【問合せ先】  

人事課  内線１５１１  



                   

（議案第４号） 

 

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

 このたび、戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の区市町村長に対しても

戸籍証明書等の請求ができることとされるとともに、戸籍情報を必要とする

行政機関等において戸籍電子証明書等を取得するために必要となる戸籍電子

証明書提供用識別符号等を発行する制度が設けられること等とされた。 

 このことに伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行手数料等を定め

る等の必要があるため、この条例案を提出する。 

 

＜改正の概要＞ 

１ 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行手数料等を次のとおり定めるこ

と等とする。（別表第２の１の項から２の２の項まで、５の項及び６の項） 

（１）戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 １件につき４００円 

（２）除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 １件につき７００円 

（３）区長が受理した届書等の画像データである届書等情報の内容の証明書

の交付手数料 １通につき３５０円 

（４）届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料  書類１件につき 

３５０円 

２ 本籍地以外の区市町村長に対しても戸籍証明書等の請求をすることがで

きることとされたことに伴い、必要な規定の整備を行う。（第６条） 

 

＜実施の時期＞ 

令和６年３月１日 

 

 

 

【問合せ先】 

 区民課 内線１１０１ 



 

 

（議案第５号）  

 

杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する

条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 このたび、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性

の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」（以下「改正

法」という。）により、住民基本台帳法の一部が改正され、区市町村長は、

戸籍の附票に記載されている氏名、住所、出生の年月日、男女の別及び住民

票コード等の附票本人確認情報を都道府県知事に通知すること等とされた。  

このことに伴い、電気通信回線による東京都知事への通知事項を改める等

の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

電気通信回線による東京都知事への通知事項に附票本人確認情報を加える

こと等とする。（第３条の２から第６条まで）  

 

＜実施の時期＞  

改正法の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日  

 

 

 

【問合せ先】  

 区民課  内線１１０１  



 

 

（議案第６号）  

 

杉並区立こども発達センター条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

杉並区立こども発達センターは、児童福祉法に基づく福祉型児童発達支

援センターとして、児童発達支援等の事業を行っているところである。  

このたび、「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、児童福祉法

の一部が改正され、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核

的役割を担うことを明確化するとともに、障害種別にかかわらず必要な発達

支援を受けられるよう、福祉型及び医療型の児童発達支援センターの類型を

一元化すること等とされた。  

このこと等に伴い、こども発達センターの事業に係る規定を改める等の

必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

こども発達センターが行う事業に、「心身障害児の家族、指定障害児通所

支援事業者その他の関係者に対する相談、専門的な助言その他の必要な援助

に関すること」を加えるほか、事業に係る規定で引用している児童福祉法及

び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の条項

を改めること等とする。（第２条及び第３条）  

 

＜実施の時期＞  

令和６年４月１日。ただし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」の条項を改める部分は、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」の一部の施行

の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日  

 

 

 

【問合せ先】  

障害者施策課  内線１１４１  



 

 

（議案第７号）  

 

 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関

する条例等の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区では、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準

について、厚生労働省令で定める基準を参酌すること等により、条例で定め

ているところである。  

このたび、基準省令の一部が改正され、管理者が兼務することができる

事業所の範囲を改めるほか、緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的

拘束等を行ってはならないこととするとともに、身体的拘束等を行う場合の

記録を義務付けること等とされた。  

このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条

例案を提出する。  

なお、関連する４件の条例を条建てで改正することとする。  

 

＜改正の概要＞  

１  第１条による杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営等の基準に関する条例の一部改正  

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、管理者が兼務すること

ができる事業所の範囲を改めるほか、利用者の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならない

こと等とするとともに、運営規程の概要等の重要事項を原則としてウ

ェブサイトに掲載すること等とする。（第２章）  

（２）その他の地域密着型サービスについて、前記（１）と同様の改正を行

うこと等とする。（第３章から第９章まで）  

２  第２条による杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正  

介護予防認知症対応型通所介護その他の地域密着型介護予防サービス

について、前記１（１）と同様の改正を行うこと等とする。（第２章から

第４章まで）  

３  第３条による杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指



 

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

関する条例の一部改正  

介護予防支援について、前記１（１）と同様の改正を行うこと等とす

る。（第２章から第４章まで）  

４  第４条による杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準

に関する条例の一部改正  

居宅介護支援について、前記１（１）と同様の改正を行うこと等とす

る。（第２章及び第３章）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和６年４月１日から施行する。（附則第１条）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２条から第５条まで）  

 

 

 

【問合せ先】  

介護保険課  内線１３１１  



 

 

（議案第８号）  

 

 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例及び杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条に

規定する児童福祉法第５９条の２第１項に規定する施設に関する経過措置

に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等につ

いて、内閣府令で定める基準を参酌すること等により、条例で定めていると

ころである。  

このたび、基準府令の一部が改正され、特定教育・保育施設等の重要事項

の書面掲示の義務付けを見直し、書面掲示に加え、インターネットを利用し

て公衆の閲覧に供しなければならないこと等とされた。  

このことに伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例

案を提出する。  

なお、関連する２件の条例について、条建てで改正することとする。  

 

＜改正の概要＞  

１  第１条による杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

の基準に関する条例の一部改正  

  特定教育・保育施設等は、運営規程の概要その他の利用申込者の特定教

育・保育施設等の選択に資すると認められる重要事項について、インター

ネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする。（第 

２３条）  

２  第２条による杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第

４条に規定する児童福祉法第５９条の２第１項に規定する施設に関する経

過措置に関する条例の一部改正  

認可外保育施設において提供されるサービスの内容がインターネット

を利用して公衆の閲覧に供されていなければならないこととする。（第３

条）  

 

＜実施の時期＞  

令和６年４月１日  

【問合せ先】  

保育課  内線１３４１  



 

 

 

（議案第９号）  

 

杉並区営住宅条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 区営住宅に入居するためには、原則として、現在同居しているか、又は同

居しようとする親族があることを必要としているところであるが、配偶者か

らの暴力の被害者等については、単身者であっても入居を可能としていると

ころである。  

このたび、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

の一部が改正され、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範

囲を拡大するとともに、保護命令の期間を伸長すること等とされた。  

このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案

を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

使用者の資格に係る規定で引用している「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」の条項を改める。（第６条）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和６年４月１日（附則第１項）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】  

住宅課  内線３５３１  



                            

 

 

（議案第１０号）  

 

杉並区職員定数条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 区は、令和４年１月に「杉並区定員管理方針」（以下「方針」という。）

を策定し、方針に基づき職員数を適正に管理してきたところである。  

 このたび、区立児童相談所の職員の計画採用者数を増やすこととしたこと

等、方針の策定時には想定し得なかった新たな行政需要への対応が求められ

ていること及び改定した総合計画・実行計画等を踏まえた職員体制を確保す

る必要があること等から、方針を改定した。  

 改定後の方針において、令和１２年度までの職員数の上限を３，７００人

としたことを踏まえ、条例で定める職員の定数については、当該職員数の上

限から休職者、育児休業者等の定数外職員の想定数である８４人を差し引い

た３，６１６人とすることとした。  

このことに伴い、職員の定数を改める必要があるため、この条例案を提出

する。  

 

＜改正の概要＞  

 職員の定数の合計を「３，４６７人」から「３，６１６人」に改めること

等とする。（第４条）  

 

＜実施の時期＞  

 令和６年４月１日  

 

 

 

                                     【問合せ先】  

人事課  内線１５１１  

 



                              

（議案第１１号）  

 

杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、新たな地域コミュニテ

ィ施設として、杉並区立コミュニティふらっと高円寺南を設置することとし

た。  

このことに伴い、その名称及び位置等を定める等の必要があるため、この

条例案を提出する。  

 

＜施設の概要＞ 

名称 杉並区立コミュニティふらっと高円寺南  

位置 
杉並区高円寺南二丁目４０番２４号  

（高円寺東保育園及び高円寺図書館と併設）  

敷地面積 ３，９４５．０１㎡ 

建築面積 ２，０４６．６４㎡ 

延床面積 
４，７８８．０１㎡のうち、 

コミュニテイふらっと高円寺南部分１，２２３．３８㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下１階、地上３階建て 

施設内容 
地下１階 ラウンジ、集会室、多目的室、楽器練習室等 

１階 ラウンジ、集会室等 

 

＜改正の概要＞  

１ コミュニティふらっと高円寺南の設置に伴い、その名称及び位置を定め

るとともに、コミュニティふらっと高円寺南は、高円寺図書館との複合的

施設として設置することとする。（別表第１）  

２ コミュニティふらっと高円寺南の施設及びその利用料金を定める。（別

表第３）  

 

＜実施の時期等＞  

１ 公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において規則で定める

日（令和７年３月を予定）から施行する。（附則第１項）  



 

２ 必要な準備行為及び経過措置について定める。（附則第２項及び第３

項）  

３ 杉並区行政財産使用料条例の一部改正（附則第４項）  

高円寺区民事務所高円寺中央会議室の目的外使用料に係る規定を削除す

る。（別表第２）  

 

 

 

【問合せ先】      

地域課 内線３７６１  

 



                               

 

（議案第１２号）  

 

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 このたび、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」の一部が改正され、障害の特性に起因して生じる緊急の事態への対応や

施設等からの地域移行の推進を図る事業を同法の地域生活支援事業に位置付

けるとともに、区市町村は、これらの事業を効果的に実施するために、地域

生活支援拠点等を整備するものとされた。  

 また、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部が改正され、同

法の題名等が改められた。  

 これらのこと等に伴い、地域生活支援拠点等に係る地域生活支援手数料を

定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１  地域生活支援拠点等に係る地域生活支援手数料を定めること等とする。

（別表第１の２の項）  

２  延べ面積が１万平方メートルを超える特定構造計算基準等適合審査手数

料に係る規定を削除する。（別表第１の７７の２の項及び９２の６の項）  

３  建築物エネルギー消費性能適合性判定審査手数料等に係る規定で引用し

ている「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等の題名を改

める。（別表第１の１２３の８の２の項から１２３の８の４の項まで、１

２３の９の項から１２３の１１の項まで及び備考）  

４  地方税法の一部改正等に伴い、必要な規定の整備を行う。（別表第２の

１２の項）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和６年４月１日から施行する。（附則第１項）  

２  杉並区事務手数料条例及び杉並区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例の一部改正（附則第２項）  

  必要な規定の整備を行う。  

 

【問合せ先】  

障害者施策課  内線１１４１  

建築課     内線３３２１  

課税課     内線１２０１  



                   

（議案第１３号） 

 

杉並区中小企業資金融資あつせん条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

区では、区内の産業の振興を図るため、中小企業者に対して、経済の急変等に対応す

るための運転資金として、経営安定運転特例資金及び経営安定運転特例小口資金の融資を

あっせんしているところである。 

このたび、長引く物価高等による影響を受けている中小企業者を支援するため、経営

安定運転特例資金及び経営安定運転特例小口資金の特例として、区の中小企業資金融資あ

っせん制度による融資を受けている者を対象に借換資金の融資をあっせんすることとした。 

このことに伴い、現に事業資金の融資を受け、当該事業資金を借り換えようとする者

に係る経営安定運転特例資金等の限度額等の特例を定める必要があるため、この条例案を

提出する。 

 

＜改正の概要＞ 

現に事業資金の融資を受け、当該事業資金を借り換えようとする者が、令和６年４月

１日から区長が別に定める日までの間に経営安定運転特例小口資金及び経営安定運転特例

資金の融資のあっせんの申込みをした場合におけるこれらの資金の限度額を７００万円か

ら２，０００万円に引き上げること等とする。（付則第５項） 

 

＜実施の時期＞ 

 令和６年４月１日 

 

 

 

【問合せ先】           

産業振興センター 内線４１１４ 

 

 



 

 

（議案第１４号）  

 

杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  

  

＜改正の趣旨＞  

 区は、区内に住所を有する６５歳以上の第１号被保険者の令和６年度から

令和８年度までの第９期介護保険事業計画期間における保険料について、今

後３年間の人口推計や保険給付の見込み等に基づき、その額を見直すことと

した。  

 また、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、介護保険法施行令の一部

が改正され、保険料の標準段階の多段階化等が行われた趣旨を踏まえ、保険

料段階を現行の１４段階から１７段階に改めることとした。  

 このことに伴い、保険料率を改定する等の必要があるため、この条例案を

提出する。  

 

＜改正の概要＞  

保険料段階を１７段階とするとともに、令和６年度から令和８年度までの

各年度における第１号被保険者の保険料額を改めること等とする。（第１３

条及び第１５条）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和６年４月１日から施行する。（附則第１項）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】  

介護保険課  内線１３１１  



                              

（議案第１５号）  

 

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、築４５年を超え、老朽

化が進んでいる杉並区立高円寺東保育園を移転することとした。  

このことに伴い、高円寺東保育園の位置を変更する必要があるため、この

条例案を提出する。  

 

＜施設の概要＞ 

名称 杉並区立高円寺東保育園  

位置 
杉並区高円寺南二丁目４０番２４号  

（コミュニティふらっと高円寺南及び高円寺図書館と併設）  

敷地面積 ３，９４５．０１㎡ 

建築面積 ２，０４６．６４㎡ 

延床面積 
４，７８８．０１㎡のうち、 

高円寺東保育園部分１，１５３．６２㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下１階、地上３階建て 

施設内容 
１階 ３歳～５歳児室、調理室、事務室、トイレ、園庭等 

２階 ０歳～２歳児室、トイレ、ホール等 

 

＜改正の概要＞  

高円寺東保育園の位置を「杉並区高円寺南一丁目２８番４号」から「杉並

区高円寺南二丁目４０番２４号」に改める。（第１条）  

 

＜実施の時期＞  

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において規則で定める日

（令和７年６月を予定）  

 

 

【問合せ先】      

保育課 内線１３７１  

 



  

（議案第１６号）  

 

杉並区立図書館条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、築５５年を超え、老朽

化が進んでいる杉並区立高円寺図書館を移転することとした。  

このことに伴い、高円寺図書館の位置を変更する等の必要があるため、こ

の条例案を提出する。  

 

＜施設の概要＞ 

名称 杉並区立高円寺図書館  

位置 
杉並区高円寺南二丁目４０番２４号  

（コミュニティふらっと高円寺南及び高円寺東保育園と併設）  

敷地面積 ３，９４５．０１㎡ 

建築面積 ２，０４６．６４㎡ 

延床面積 
４，７８８．０１㎡のうち、 

高円寺図書館部分２，３１４．２０㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下１階、地上３階建て 

施設内容 
２階 児童開架コーナー、おはなしの部屋等 

３階 一般開架コーナー、対面朗読室等 

 

＜改正の概要＞  

高円寺図書館の位置を「杉並区高円寺南二丁目３６番２５号」から「杉並

区高円寺南二丁目４０番２４号」に改めるとともに、高円寺図書館は、コミ

ュニティふらっと高円寺南との複合的施設として設置することとする。（第

１条）  

 

＜実施の時期＞  

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において杉並区教育委員

会規則で定める日（令和７年３月を予定）  

【問合せ先】        

中央図書館 内線４７１５  

 



（議案第１７号） 

 

下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結について 

 

件 名 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結について 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契約の相手方 

杉並区上高井戸三丁目５番１５号 

箱根・大場・勇和建設共同企業体 

代表者 箱根植木株式会社 

代表取締役 和田 新也 

契 約 の 金 額  ８５２，５００，０００円 

契 約 の 目 的 

「都市計画下高井戸公園の基本計画」に基づき、下高井戸おおぞら公園

の東側を、災害時にも活用できる公園として整備するとともに、健康増

進に繋がるスポーツのできる公園として多目的スポーツコートを建設

する。 

工 事 概 要 

主な工種 

  施設撤去工            一式 

敷地造成工            一式 

園路広場整備工          一式 

施設整備工            一式 

植栽整備工            一式 

給水設備工            一式 

雨水排水設備工          一式 

汚水排水設備工          一式 

多目的スポーツコート整備工    一式 

電気設備工            一式 

仮設工              一式 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年２月２７日まで 

発 注 方 法 建設共同企業体発注 

仮 契 約 日 令和６年１月１９日 

入札参加者数 自主結成された３社を構成員とする建設共同企業体３者 

【問合せ先】 

  経理課    内線１５３１ 

  みどり公園課 内線３５７１ 



（議案第１８号） 

 

図書（令和６年度小学校教師用指導書）及びデジタル教科書の買入れについて 

 

件     名 
図書（令和６年度小学校教師用指導書）及びデジタル教科書の買入れ

について 

契 約 の 方 法 随意契約 

契約の相手方 

新宿区百人町一丁目２２番２０号 

東京都第一教科書供給株式会社 

代表取締役 棟方 修司 

契 約 の 金 額 １７７，６０１，０５０円 

契 約 の 目 的 
教師が指導教材として使用する教師用指導書及びデジタル教科書を杉並

区立小学校で使用する教科書の供給会社から購入する。 

履 行 概 要 

区立小学校における教師用指導書及びデジタル教科書の買入れ 

指導書 

種類  １３種目 

数量  ５，１０９冊 

 デジタル教科書 

種類  ３種目 

数量  ６４０ライセンス 

仮 契 約 日 令和６年１月２２日 

納 入 期 限 契約締結の翌日から令和６年３月３１日まで 

【問合せ先】 

 経理課 内線１５３１ 

                               庶務課 内線１６０１ 



 

（議案第１９～２２号） 

 

 

令和５年度杉並区各会計補正予算 

 

今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上すると 

ともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。 

 

１．議案第１９号  令和５年度杉並区一般会計補正予算（第８号）         

【概要】 

補正事業１１４事業（増額２６事業、減額８５事業、増額・減額共３事業） 

△１，７３７，３９０千円 

財源更正  ７事業 

【主な歳出予算】 

○施設整備基金積立金              ２，８４２，６１５千円 

○財政調整基金積立金                             ９４０，５９３千円 

○国民健康保険事業会計繰出金            ８６９，８２３千円 

○障害者自立支援サービス              ５６８，９２６千円 

○生活保護費                    ２５４，２３０千円 

【主な歳入予算】 

○特別区財政交付金               ２，０００，０００千円 

○国庫支出金                 △ ２，４０４，１２７千円 

○繰入金                      ５７３，８１２千円 

○諸収入                      ２５５，６７３千円 

○特別区債                  △ １，９７２，０００千円 

【繰越明許費】 

〇追加                             （単位：千円） 
№ 款 項 事 業 名 金 額 

１ 生活経済費 戸籍住民基本台帳費 戸籍事務 ４，１５８ 

２ 生活経済費 戸籍住民基本台帳費 住民基本台帳事務 ３５，８０８ 

３ 生活経済費 産業経済費 中小企業支援 ３３，６４８ 

４ 保健福祉費 社会福祉費 高齢者在宅サービスセンター等の維持管理 １０９，１００ 

５ 保健福祉費 保健衛生費 予防接種 ２２，６４４ 

６ 都市整備費 土木建設費 都市計画道路の整備（補助第 132号線） ４，５７９ 

７ 都市整備費 土木建設費 都市計画道路の整備（補助第 221号線） ４７，１５５ 

 

 

 

 



 

【債務負担行為】 

〇追加                             （単位：千円） 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

１ 橋梁の長寿命化と補強・改良（神通橋整備工事に係る建設負担金） 令和６年度まで １７，０００ 

２ 橋梁の長寿命化と補強・改良（大成橋整備工事に係る建設負担金） 令和９年度まで ３４，０００ 

３ 指定管理者制度による大田黒公園の管理運営 令和10年度まで １４０，０００ 

４ 指定管理者制度による角 川 庭園の管理運営 令和10年度まで １０９，０００ 

５ 指定管理者制度による荻外荘公園の管理運営 令和10年度まで ３９１，０００ 

６ 指定管理者制度による宮 前 図書館の管理運営 令和６年度まで ５，０００ 

７ 指定管理者制度による成 田 図書館の管理運営 令和６年度まで １０，０００ 

８ 指定管理者制度による阿佐谷図書館の管理運営 令和６年度まで １２，０００ 

９ 指定管理者制度による南荻窪図書館の管理運営 令和６年度まで ４，０００ 

10 指定管理者制度による下井草図書館の管理運営 令和６年度まで ３，０００ 

11 指定管理者制度による高井戸図書館の管理運営 令和６年度まで ５，０００ 

12 指定管理者制度による方 南 図書館の管理運営 令和６年度まで １１，０００ 

13 指定管理者制度による今 川 図書館の管理運営 令和６年度まで １３，０００ 

〇変更                             （単位：千円） 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

１ 

公共施設予約システム維持管理（公共施設予約システムの再構築） 令和７年度まで ３７，０００ 

↓ 

公共施設予約システム維持管理（公共施設予約システムの再構築） 令和７年度まで １４２，０００ 
 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

２ 

障害者入所・通所施設の整備（久我山一丁目都有地障害者施設建設助成） 令和６年度まで １１９，０００ 

↓ 

障害者入所・通所施設の整備（久我山一丁目都有地障害者施設建設助成） 令和６年度まで １２３，０００ 
 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

３ 

富 士 見 丘 小 ・ 中 学 校 の 改 築 （ 中 学 校 ） 令和７年度まで ３，２６５，０００ 

↓ 

富 士 見 丘 小 ・ 中 学 校 の 改 築 （ 中 学 校 ） 令和７年度まで ３，４９２，０００ 
 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

４ 

中 瀬 中 学 校 の 改 築 令和７年度まで ３，７６７，０００ 

↓ 

中 瀬 中 学 校 の 改 築 令和７年度まで ４，３７８，０００ 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．議案第２０号  令和５年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算（第２号）    

【概要】 

補正事業 １２事業（増額６事業、減額６事業）    ５３３，００２千円 

財源更正  ７事業 

【主な歳出予算】 

○国民健康保険一般療養の給付           △ １００，０００千円 

○保険給付費等交付金償還金             ５５７，１３６千円 

【主な歳入予算】 

○国民健康保険料               △ １，１４４，９６６千円 

○繰入金                    １，１０９，８８８千円 

○繰越金                      ６７２，５６５千円 

 

３．議案第２１号  令和５年度杉並区介護保険事業会計補正予算（第１号）      

【概要】 

補正事業  ４事業（増額４事業）        １，８７３，４４２千円 

財源更正  ２事業 

【主な歳出予算】 

○介護保険給付費準備基金の積立           ９９１，２８０千円 

○一般会計繰出金                  ５６１，１３７千円 

【主な歳入予算】 

○繰入金                      △ １１，４８８千円 

○繰越金                    １，８５８，２６４千円 

 

４．議案第２２号  令和５年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）   

【概要】 

補正事業  ４事業（増額３事業、減額１事業）   △１２６，０２５千円 

財源更正  ２事業 

【主な歳出予算】 

○広域連合分賦金                 △ ２４４，６５７千円 

○一般会計繰出金                   ９７，６７５千円 

【主な歳入予算】 

○後期高齢者医療保険料                ９９，５０９千円 

○諸収入                     △ ２３８，３３８千円 



   

（議案第２３号～２６号） 

令和６年度杉並区各会計当初予算 

 

１．令和６年度杉並区一般会計予算                         

【予 算 規 模】222,892,000千円（前年度比 12,192,000千円、5.8％増） 

【歳入歳出総括】 

○歳入                               （単位：千円） 

款 予 算 額 対前年度比 

１ 特 別 区 税 69,252,609 △  484,172 99.3％ 

２ 地 方 譲 与 税 838,000 67,000 108.7％ 

３ 利 子 割 交 付 金 250,000 20,000 108.7％ 

４ 配 当 割 交 付 金 1,510,000 280,000 122.8％ 

５ 株式等譲渡所得割交付金 1,560,000 370,000 131.1％ 

６ 地 方 消 費 税 交 付 金 13,800,000 △  370,000 97.4％ 

７ 自動車税環境性能割交付金 230,000 20,000 109.5％ 

８ 地 方 特 例 交 付 金 2,893,582 2,581,582 927.4％ 

９ 特 別 区 財 政 交 付 金 52,550,000 2,850,000 105.7％ 

10 交通安全対策特別交付金 40,000  △   6,000 87.0％ 

11 分 担 金 及 び 負 担 金 2,415,281 △  451,759 84.2％ 

12 使 用 料 及 び 手 数 料 3,808,780 △   56,529 98.5％ 

13 国 庫 支 出 金 37,177,121 3,272,900 109.7％ 

14 都 支 出 金 21,372,220 3,168,914 117.4％ 

15 財 産 収 入 716,872 161,702 129.1％ 

16 寄 附 金 31,743  △      832 97.4％ 

17 繰 入 金 4,887,159 1,484,073 143.6％ 

18 繰 越 金 2,500,000 0 100.0％ 

19 諸 収 入 2,953,633 593,121 125.1％ 

20 特 別 区 債 4,105,000 △1,308,000 75.8％ 

合   計 222,892,000 12,192,000 105.8％ 
 

○歳出                               （単位：千円） 

款 予 算 額 対前年度比 

１ 議 会 費 815,907 16,612 102.1% 

２ 総 務 費 8,286,548 1,637,651 124.6% 

３ 生 活 経 済 費 8,496,203 1,361,437 119.1% 

４ 保 健 福 祉 費 112,435,501 3,329,225 103.1% 

５ 都 市 整 備 費 15,774,736 2,538,189 119.2% 

６ 環 境 清 掃 費 7,873,874 221,223 102.9% 

７ 教 育 費 24,806,748 △ 475,322 98.1% 

８ 職 員 費 40,959,671 3,160,675 108.4% 

９ 公 債 費 3,142,810 402,310 114.7% 

10 諸 支 出 金 2 0 100.0% 

11 予 備 費 300,000 0 100.0% 

合   計 222,892,000 12,192,000 105.8% 
 

【債務負担行為】 ３８事項 9,896,000千円 

【地 方 債】  ９事業 4,105,000千円 



   

『基本構想に掲げる 8つの分野に沿った主な施策』 

【防災・防犯】分野／みんなでつくる、災害に強く、犯罪を生まないまち 

○耐震化・不燃化促進、狭あい道路拡幅整備・突出電柱の移設促進 2,429,084 千円 

○感震ブレーカーの設置促進、防災カメラの設置拡充、エレベーター用備蓄品セットの配備 28,531 千円 

○グリーンインフラ等による雨水流出抑制対策の強化 

～透水性舗装・雨水浸透・貯留槽の拡充、対話等による取組の検討～ 
95,160 千円 

○災害備蓄品の充実 ～発災後３日間を乗り切る食料備蓄・女性用備蓄品の充実～ 

～震災救援所における間仕切りｾｯﾄの配備やﾄｲﾚ用品(収便袋)の充実～ 

～蓄電池の前倒し配備～ 

70,913 千円 

【まちづくり・地域産業】分野／多様な魅力と交流が生まれ、にぎわいのある快適なまち 

○グリーンスローモービリティの運行開始 

～荻窪駅南側エリアの回遊性の向上～ 
30,000 千円 

○新たなモビリティサービスの実証実験 

～ＭａａＳの実装に向けた取組・ＡＩオンデマンド交通の実証実験～ 
30,800 千円 

○自転車活用の推進 

～自転車フレンドリープロジェクトの実施～ 
1,052 千円 

○住宅確保要配慮者の居住支援 

～セーフティネット住宅の登録促進と家賃助成制度等の検討・実施～ 
6,240 千円 

○商店街支援の充実 

～商店街トライアル事業の創設～ 
4,200 千円 

○地産地消の推進 

～学校給食における地元野菜の活用の推進～ 
4,552 千円 

【環境・みどり】分野／気候危機に立ち向かい、みどりあふれる良好な環境を将来につなぐまち 

○気候区民会議の開催 13,355 千円 

○ゼロカーボンシティ機運醸成 

～「ＩＭＡＧＩＮＵＳ
イ マ ジ ナ ス

」との連携による体験型企画展などの実施～ 
6,999 千円 

○ワンウェイプラスチックの使用削減 

～イベント向けリユース容器貸出・事業者向けリユース容器活用支援の実施～ 
9,002 千円 

○製品プラスチック分別回収のモデル実施 

～3地域約 3,400世帯～ 
5,777 千円 

○市民緑地の整備・開設 

～「いこいの森」（南荻窪三丁目屋敷林）～ 
16,620 千円 

○公園等の整備 

～下高井戸おおぞら公園の拡張整備、荻外荘
てきがいそう

公園の整備・開園、(仮称)杉並第八小学校 

跡地公園の整備、梅里児童遊園の拡張整備、(仮称)下高井戸四丁目第二公園の整備～ 

1,676,278 千円 

【健康・医療】分野／「人生 100年時代」を自分らしく健やかに生きることができるまち 

○がん検診の推進 

～着実な実施・精度管理の強化～ 
979,562 千円 

○感染症管理システムの改修・運用 40,700 千円 

○ＩＣＴを活用した災害時の保健医療活動体制の充実 

～地域ＢＷＡを活用した通信体制の整備～ 
8,392 千円 

○精神保健業務電子カルテシステムの構築・運用 35,005 千円 



   

【福祉・地域共生】分野／すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち 

○地域支え合いの仕組みづくりの推進、重層的支援会議の設置 30,271 千円 

○地域包括支援センター（ケア２４）の運営事業者に対する財政支援の拡充 110,195 千円 

○主任ケアマネジャー・ケアマネジャーに対する法定研修受講料の助成 4,274 千円 

○生理用ナプキンの無料配布の拡充 

～無料配布用機器の設置等～ 
985 千円 

○重度障害者施設の整備 ～（仮称）久我山生活園の整備～ 

～すぎのき生活園の長寿命化改修～ 
166,016 千円 

○手話言語条例の趣旨を踏まえた施策の推進 ～手話講習会・フォローアップ講座の開催～ 

～区議会本会議ライブ中継時の字幕配信～ 
10,424 千円 

○失語症サロンの運営 

～意思疎通支援者による会話支援～ 
577 千円 

○区立障害者施設送迎バスへの訪問看護師の添乗 

～利用者の安全性を高め、重度障害者の受入体制を強化～ 
20,948 千円 

【子ども】分野／すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち 

○子どもの権利擁護の推進 

～「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向け、審議会を開催～ 
729 千円 

○「（仮称）杉並区子どもの居場所づくり基本方針」の策定 493 千円 

○ヤングケアラーの支援 ～高校生世代への実態調査を実施～ 

～LINEを活用した相談の実証実験～ 
11,479 千円 

○「子どもイブニングステイ」の実施 23,211 千円 

○児童養護施設退所者等の自立支援の実施 6,094 千円 

○乳幼児一時預かり利用申込みシステムの導入準備 3,598 千円 

○ベビーシッター利用支援事業の実施 94,532 千円 

○「（仮称）杉並区こども誰でも通園制度」の試行的事業の実施 89,724 千円 

○区立児童相談所の整備 

～既存建物の解体工事・建設工事に着手～ 
909,041 千円 

○学童クラブ待機児童の解消に向けた取組 156,362 千円 

○高円寺東保育園の移転整備 

～旧杉並第八小学校跡地を活用した複合施設～ 
488,151 千円 

○デジタル技術を活用した学童クラブ・放課後等居場所事業の運営 25,993 千円 

 

 

 

 

 

 

 



   

【学び】分野／共に認め合い、みんなでつくる学びのまち 

○教育相談体制の充実 

～スクールカウンセラーの拡充・スクールソーシャルワーカーの段階的な学校配置～ 
75,470 千円 

○部活動指導員、外部指導員の配置拡充 41,040 千円 

○小・中学校の改築 ～中瀬中・富士見丘中・神明中の改築～ 

～高井戸小の増築～ 

～杉並第一小の基本実施設計～ 

2,806,429 千円 

○小・中学校の長寿命化改修 2,310,090 千円 

○済美養護学校の教育環境整備 611,139 千円 

○学校トイレの洋式便器化の推進 

～既存校 5校 145基改修～ 
150,000 千円 

○図書館サービスの充実 ～ＩＣタグシステム利用による利便性の向上～ 

～閲覧席への座席予約システムの導入～ 

～高円寺図書館の移転改築・開設～ 

1,107,245 千円 

○学校給食費無償化の実施 

～区立小中学校等の給食費無償化、国私立等小中学校給食費相当を助成～ 
2,337,580 千円 

○学校徴収金の公会計化の実施準備 110 千円 

【文化・スポーツ】分野／文化を育み継承し、スポーツに親しむことのできるまち 

○多文化共生基本方針の策定 1,120 千円 

○文化芸術活動助成の拡充 

 ～若手アーティスト文化芸術活動助成の新設～ 
2,000 千円 

○障害者が気軽にスポーツに親しむユニバーサルタイムの拡大 

～荻窪体育館・上井草スポーツセンターで実施回数の拡大～ 
5,095 千円 

○下高井戸おおぞら公園多目的スポーツコート管理棟の整備着手 

～環境に配慮したＺＥＢ化を実施～ 
191,039 千円 

 

 

 

２．令和６年度杉並区各特別会計予算 

（国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計） 

 
（単位：千円） 

会 計 予 算 額 対前年度比 

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 53,491,356 △ 333,995 99.4％ 

介 護 保 険 事 業 会 計 44,225,634  △2,543,108 94.6％ 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 15,839,388 86,024 100.5％ 

 


